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/MJ  

19,728,000 2,860,391 25,255 22,613,646  

22,613,646 10,096,279 

2.24 /MJ 

A /MJ  

A 31,814,641 10,096,279 3.15 /MJ 

2.69 /MJ (3.15+2.24/2) 2.69 /MJ  

2.69 /MJ 2.69 /MJ 2.24 /MJ 0.45 /MJ  

9/4 3/18  

 

10,096,279 MJ 

22,615,664 10,096,279 MJ 2.24  

27,158,990 10,096,279 MJ 2.69  
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申請書の受付は、
平成28年4月1日から
開始予定です。

詳しくはホームページを
ご確認ください。

福島県内で宿泊を伴う教育旅行を
実施する福島県外の学校の皆さまへ

申請書の受付は、
平成28年4月1日から
開始予定です。

詳しくはホームページを
ご確認ください。

バス経費の一部を
補助します
福島県教育旅行復興事業のご案内
福島県では、学校行事の一環として福島県内で宿泊を伴う
教育旅行を実施する県外の学校に対し、その移動に係るバ
ス経費の一部を補助いたします。
本事業を御活用の上、福島県での教育旅行を実施ください
ますようお願いいたします。

福島県外の小学校・中学校・高等学校で、福島県内で宿泊及び教育旅行を実施する団体
※教育旅行とは、修学旅行、林間学校、移動教室、宿泊学習、スキー教室等、学校行事で行う旅行を指します。
※「学校教員以外が児童・生徒を引率する場合」は補助対象外となります。
※「学校部活動・クラブ活動による合宿団体」は補助対象外となります。
　（合宿については、「福島県合宿誘致・交流促進モニター事業」を御活用ください。）

補助の対象団体

一般貸切旅客自動車運送業を登録する事業所のバス等
※宿泊施設による送迎バスなど、費用負担が発生しない場合は補助対象外となります。

補助の対象バス

申請に関する
お問合わせ先

「福島県教育旅行復興事業」に関するお問合せ先

〒963-8877 福島県郡山市堂前町6-4 郡山堂前合同ビル3階
TEL 024-926-0147　FAX 024-926-0165
E-mail fks.kr.rw.office@gmail.com
URL http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32031a/kyoiku-02.html

福島県教育旅行復興事業事務局

福島県観光交流課　〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16　TEL 024-521-7398

※実施日を問わず申請の受付は先着順とし、期間内であっても予算がなくなり次第終了となります。
※本事業の実施確定は、平成28年度の予算成立後となります。

平成28年

４月１日（金）から
平成29年

３月31日（金）までに実施し終了するもの補助対象
期　　間

補助の内容

①東日本大震災以降初めて、福島県で宿泊を伴う
教育旅行を実施する学校

・バス1台当たり経費の2分の1又は上限5万円を補助
　（1学校当たり上限なし）
※ただし、参加人数が10名未満の場合は2万5千円が上限となります。

②上記①に該当しない学校で、福島県で宿泊を伴う
教育旅行を実施し、かつ福島県が推進する教育素
材を1つ以上行程に取り入れた学校

・バス1台当たり経費の2分の1又は上限3万円を補助
　（1学校当たり上限なし）
※ただし、参加人数が10名未満の場合は1万5,000円が上限となります。

※福島県内の市町村で行っている助成事業との併用も可能ですが、本補
助金とそれ以外の助成金との合計額がバス経費の総額を超えない範
囲での交付となります。

※福島県が実施している他の補助金と併用して交付を受けることはできません。

福島県が推進する教育素材

 1　地震・津波被災地視察　　　
 2 　震災語り部講話　　　　　　
 3 　防災・減災学習　　　　　　
 4 　放射線等に関する学習　　　
 5 　震災復興への取組みに関する学習
 6 　再生可能エネルギーに関する学習
 7 　震災復興ボランティア体験
 8 　学校交流
 9 　歴史学習・伝統工芸体験
10　環境学習・自然体験
11　農村・収穫体験
※教育素材の詳細につきましては、事務局まで
　お問い合わせください。

※申請書の受付は、平成28年4月1日から開始予定です。詳しくはホームページをご確認ください。
福島県観光交流課ホームページ　http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32031a/kyoiku-02.html

補助金交付決定通知書

必 要 書 類

補助金の額確定通知書
（補助金確定額が交付決定額と同額の場合には省略）

福島県教育旅行復興事業補助金交付申請書（様式第１号）
＜添付書類＞
　①旅程表（任意様式）
　②バス経費の見積書の写し
　　（バス会社又は旅行会社等が発行したもの）
　③本事業以外の補助制度等を受ける場合は申請書の写し

福島県教育旅行復興事業補助金交付実績報告書（様式第３号）
＜添付書類＞
　①旅程表（任意様式）
　②バス経費の請求書等の写し（バス会社又は旅行会社等が発行したもの）
　③本事業以外の補助制度等を受ける場合は実績報告書の写し
　④宿泊証明書（様式第4号）

福島県教育旅行復興事業補助金交付請求書（様式第６号）
＜添付書類＞
　①通帳の写し（表紙と１枚開いた見開き部分）

請求書の受付後30日以内に指定の口座へ振込

交付決定後、申請内容に変更があった場合は、速やかに「福島県教育旅行復興事業補助金変更（中止）
承認申請書（様式第２号）」を提出してください。ただし、以下に該当する場合は提出不要です。
＜変更承認申請書の提出が不要な場合＞
　・バス経費の総額（補助対象経費）の20％以内の増減　・申請内容の細部の変更

申請者（学校の代表者） 受付窓口

①補助金交付申請
（旅行開始の10日前までに申請）

⑤実 績 報 告
（旅行実施後30日以内に申請）

④受　　　　領

教育旅行実施

③書類の審査

⑧受　　　　領 ⑦書類の審査

⑨補助金の請求 ⑩請求書の受付と審査

⑫補助金の受領 ⑪補助金の支払い

⑥報告書の受付

②申請書の受付

手続きの流れ
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2,69 /MJ  

 

 

 

 

9 7,577kw 10 10,336kwh 17,913kwh  

40 /kwh  
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